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『
日
本
書
紀
』

に
お
け
る
複
音
節
辞
使
用
の
様
相

日
ヌE

i畢

範

『
日
本
書
紀
』
（
以
下
、
書
紀
と
略
称
）

の
述
作
は
正
格
漢
文
、

つ
ま
り
中
国
語
文
を
志
向
し
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
文
章
の
出

来
栄
え
を
三
十
巻
に
わ
た
っ
て
均
質
的
に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
こ
に
は
述
作
者
の
相
違
に
起
因
す
る
と
思
わ
れ
る
中
国
語

文
志
向
の
差
が
見
え
て
く
る
。
書
紀
の
文
章
に
つ
い
て
中
国
文
学
を
専
門
と
す
る
松
岡
柴
志
氏
は
次
の
よ
う
に
指
摘
す
る
。

一
つ
は
基
本
的
に
は
中
国
の
史
書
の
文
体
を
踏
襲
し
な
が
ら
も
、
日
本
的
な
考
え
方
や
習
慣
に
よ
っ
て
、
文
体
や
表
現
方
法
が
や
や
変
形

し
て
い
る
こ
と
。
た
と
え
ば
、
暦
日
の
あ
ら
わ
し
か
た
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。
た
だ
、
そ
れ
は
大
き
な
問
題
で
は
な
い
。

今
ひ
と
つ
は
、
冒
頭
の
文
の
よ
う
に
、
中
国
の
古
典
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
い
る
際
に
は
あ
ま
り
目
立
た
な
か
っ
た
が
、
自
力
で
書
き
始
め

る
と
、
助
字
の
使
い
方
に
無
理
が
生
じ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
リ
ズ
ム
が
乱
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
文
に
内
在
す
る
リ
ズ
ム
の
欠
知
は
、
『
日
本
書
紀
』

を
、
史
書
と
い
う
よ
り
歴
史
記
事
の
メ
モ
帳
に
お
と
し
め
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
、
文
中
か
ら
は
、
私
た
ち
が
中
国
の
史
書
を
読
む
と
き

に
感
じ
る
よ
う
な
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
臨
場
感
や
躍
動
感
が
あ
ま
り
感
じ
ら
れ
な
い
。

「
『
日
本
書
紀
』
の
文
体
に
つ
い
て
」
（
古
代
文
学
講
座
叩
「
古
事
記
日
本
書
紀
風
土
記
』
勉
誠
社
）

一
五
七
頁

15 



16 

中
国
文
学
の
立
場
か
ら
の
貴
重
な
指
摘
で
あ
る
。
書
紀
の
文
章
は
、
原
資
料
や
、
潤
色
の
た
め
に
依
拠
し
た
漢
籍
、

そ
し
て
述
作
者

自
身
の
創
作
な
ど
、

そ
れ
ら
の
文
辞
の
あ
ら
わ
れ
は
つ
ぎ
は
ぎ
と
も
い
い
う
る
ご
と
く
多
岐
に
わ
た
る
が
、
従
来
の
出
典
論
に
よ
り
知

ら
れ
る
漢
籍
か
ら
の
引
用
、
あ
る
い
は
潤
色
と
い
っ
た
編
修
は
、
正
格
漢
文
と
し
て
の
中
国
語
文
を
志
向
し
て
書
か
れ
た
こ
と
を
物
語

（

1
）
 

る
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
漢
籍
の
利
用
や
文
飾
の
志
向
に
し
て
も
巻
に
よ
り
軽
重
が
み
ら
れ
、
そ
れ
は
述
作
者
の
あ
り
か
た
と
深

く
関
わ
る
。
上
記
の
よ
う
な
漢
籍
と
比
し
て
の
出
来
・
不
出
来
の
評
価
は
、
大
局
的
に
い
え
ば
従
来
の
区
分
論
に
沿
う
形
で
改
め
て
指

摘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
次
に
あ
げ
る
の
は
榎
本
福
寿
氏
の
区
分
で
あ
る
。
（
書
紀
の
各
群
に
対
す
る
見
解
は
拙
稿
「
上
代
に
お
け

る
「
若
」
字
使
用
の
様
相

l
l
比
況
の
場
合
｜
｜
」
『
愛
文
』
第
三
三
号
を
参
照
さ
れ
た
い
。
）

I
群

巻一

l
二
（
神
代
巻
）

H
群

巻
三

i
二
二
、
二
二
1
二
三
、
二
八
l
二
九

皿
群

巻
一
四
1
一
二
、

二
四
1
二
七
、
三
O

書
紀
に
お
け
る
語
句
の
あ
ら
わ
れ
に
は
巻
に
よ
り
偏
在
す
る
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
例
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か

（

2
）
 

し
、
そ
の
理
由
な
り
背
景
ま
で
に
迫
る
分
析
は
す
く
な
く
、
今
後
の
検
討
が
侠
た
れ
る
。
こ
こ
に
と
り
あ
げ
る
限
定
を
表
す
複
音
節
辞

「
而
巳
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
こ
れ
が
使
用
さ
れ
る
背
景
を
手
が
か
り
に
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

［表
1
】
は
限
定
を
表
す
「
而
己
」
「
耳
」
の
全
例
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
四
六
文
の
形
を
と
っ
て
い
る
か
い
な
か
を
か
り
に
偶
数
句
（
八

句
な
ど
も
含
む
）
・
奇
数
句
と
し
て
ま
と
め
、
群
別
に
そ
の
用
例
数
を
あ
げ
た
も
の
で
あ
る
。



［表
l
］
限
定
を
表
す
「
而
巳
」
「
耳
」

『日本書紀』における複音節辞使用の様相

III II I 
群 群 群

f高
7 。1 数句

而
巳

奇。。。
数句

f高
3 17 2 数句

耳

。17 3 
奇数

句

※
割
書
部
は
除
く

（

3
）
 

そ
の
使
用
が
見
ら
れ
る
。
書
紀
に
お
い
て
汎
用
さ
れ
る
の
は
「
耳
」
で
あ
り
、

皿
群

「
而
巳
」
は
I
群
と
皿
群
の
会
話
部
に
の
み
、

に
お
け
る
「
而
巳
」
と
「
耳
」
の
あ
ら
わ
れ
方
を
見
る
と
、
「
而
己
」
は
四
六
文
を
志
向
す
る
中
で
、
字
数
の
調
整
の
役
割
を
担
っ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
こ
に
「
而
巳
」
の
全
用
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
（
以
下
、
「
」
は
会
話
部
（
詔
日
を
含
む
）
、
数
字
は
日
本
古
典

文
学
大
系
の
頁
を
示
す
。
）

①
「
今
理
此
園
、
唯
吾
一
身
而
巳
。
其
可
奥
吾
共
理
天
下
者
、
蓋
有
之
乎
。
」
（
巻
一

第
八
段
一
書
第
六
）

131 

②
「
臣
元
不
求
天
位
。
唯
報
父
仇
而
己
。
」
（
巻
一
四
）

459 

③
「
官
馬
為
誰
飼
養
、
随
命
而
巳
。
」
久
之
不
進
。
（
巻
二
ハ
）

9

④
「
：
・
今
的
臣
・
吉
備
臣
・
河
内
直
等
、
戚
従
移
那
斯
・
麻
都
、
指
擬
而
巳
。
・
：
」
（
巻
一
九

百
済
上
表
文
）

85 

⑤
「
大
王
所
述
三
策
、
亦
協
愚
情
而
己
。
：
・
」
（
巻
一
九

言百

91 

17 

⑥
「
・
：
若
欲
国
家
無
事
、
長
作
官
家
、
永
奉
天
皇
、
宜
以
馬
武
為
大
使
、
遣
朝
而
巳
。
」
（
巻
一
九

99 

詔
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⑦
「
・
：
是
故
、

可
以
温
和
之
心
、
相
継
往
来
而
己
。
：
・
」
（
巻
二
五

詔）

9
d
 

ワ
t2
 

⑧
「
：
・
棺
榔
足
以
朽
骨
、
衣
衿
足
以
朽
宍
而
巳

0

・
：
」
（
巻
二
五

詔
）
加
※
『
貌
志
』
文
帝
紀
の
引
用

本
来
な
ら
ば
該
当
箇
所
の
前
後
の
文
も
あ
げ
る
の
が
適
切
で
あ
る
が
、
紙
幅
の
都
合
上
最
小
限
に
と
ど
め
る
。
さ
て
、
⑧
は
上
旬
と
下

句
で
対
句
を
な
し
て
お
り
、
「
而
巳
」
は
そ
の
構
成
に
与
し
て
い
な
い
が
、
「
貌
志
』
の
文
を
そ
の
ま
ま
に
利
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ

の
他
の
例
は
四
六
文
を
志
向
し
て
、

明
ら
か
に
そ
の
字
数
の
調
整
に
与
っ
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
次
に
あ
げ
る
「
耳
」
の

例
も
町
群
に
お
い
て
二
一
例
で
は
あ
る
が
、
同
様
に
四
六
文
の
一
部
と
し
て
あ
る
。

「
臣
所
疾
者
、
非
鈴
事
也
。
今
諸
臣
等
謂
臣
滅
任
那
。
故
恐
怖
不
朝
耳
。
」
（
巻
一
九
）

67 

「
天
無
襲
日
。
園
無
二
王
。
是
故
、
兼
井
天
下
、

可
使
万
民
、
唯
天
皇
耳
。
：
・
」
（
巻
二
五
）

2日3

「
：
・
故
、
弥
勤
弥
謹
、
戦
々
競
々
、
修
其
職
任
、
奉
遵
法
度
者
、

天
朝
復
広
慈
耳

0

・
：
」
（
巻
三
O

詔）

497 

一方、

H
群
は
と
い
え
ば
、

四
六
文
へ
の
志
向
は
希
薄
と
い
え
よ
う
。
四
六
文
の
形
を
と
ら
な
い
奇
数
句
の
例
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
唯
歌
耳
。
（
巻
五
）

245 

②
自
経
而
死
耳
。
（
巻
六
）

「
h
d

n
h
H
u
 

内
／

μ

③
故
久
丘
等
恐
怖
而
従
耳
。
（
巻
九
）

355 

④
我
則
為
臣
之
助
耳
。
（
巻
一
一
）
叩

⑤
是
因
杉
子
之
幹
、
其
身
非
亡
耳
。
（
巻
一
一
）
抑

⑥
是
以
、
泣
悲
耳
。
（
巻
一
一
）
削

⑦
唯
一
二
人
得
免
耳
。
（
巻
一
一
）

413 

⑧
故
歎
耳
。
（
巻
一
二
）

429 

⑨
唯
不
欲
傷
皇
后
之
志
耳
。
（
巻
一
三
）

441 

⑮
時
倭
飼
部
、
従
新
羅
人
、
聞
是
辞
而
、
疑
之
以
為
、
新
羅
人
通
采
女
耳
。
（
巻
二
二
）

449 

。
共
日
疋
凡
夫
耳
。
（
巻
二
二
）

185 

⑫
日
疋
以
、
未
待
使
旨
、

而
早
征
伐
耳
。
（
巻
二
二
）

209 

⑬
既
従
天
皇
遺
命
耳
。
（
巻
二
三
）

217 

⑪
然
未
有
可
導
之
時
、
於
今
非
ニ
コ
口
耳
。
（
巻
二
三
）

223 

⑬
唯
顕
輸
事
耳
。
（
巻
二
三
）

223 

⑬
先
日
之
事
、
陳
聞
耳
。
（
巻
二
三
）

223 

⑪
唯
有
幼
少
需
子
耳
。
（
巻
二
八
）

5
 

A
U
d
 

3
 



－
群
は
問
題
で
あ
る
。

I
群
は
H
－

m両
群
の
特
徴
を
兼
備
す
る
場
合
が
多
く
、
資
料
上
は
書
紀
の
う
ち
に
お
い
て
も
別
し
て
扱
う
べ

き
も
の
と
考
え
る
。
こ
の
場
合
も
一
例
で
は
あ
る
が
①
に
四
六
文
を
な
す
「
而
己
」
の
例
が
見
え
る
も
の
の
、
一
方
つ
ぎ
に
あ
げ
る
「
耳
」

の
例
に
は
皿
群
に
見
る
よ
う
な
志
向
性
は
な
い
。

是
時
、
素
蔓
鳴
尊
告
日
、
「
五
口
元
無
悪
心
。
唯
欲
奥
姉
相
見
、

只
嬬
暫
来
耳
。
」
（
巻
一

nst 
ou 
l
 

第
六
段
一
書
第
一
）

『日本書紀』における複音節辞使用の様相

素
蔓
鳴
尊
針
目
、
「
吾
所
以
来
者
、
実
欲
輿
姉
相
見
。
亦
欲
献
珍
賓
瑞
八
坂
理
之
曲
玉
耳
。
・
：
」
（
巻
一

第
六
段
一
書
第
二
）

0
3
 

0
H
U
 

1
A
 

於
是
、
素
蔓
鳴
尊
白
日
、
「
・
：
故
賓
以
清
心
復
上
来
耳
。
：
・
」
（
巻
一

第
七
段
一
書
第
三
）

121 

そ
も
そ
も
神
代
巻
は
神
名
や
地
名
等
に
表
記
さ
れ
る
字
数
が
多
く
、
冗
長
と
な
り
や
す
い
。
そ
の
よ
う
な
内
容
の
中
で
四
六
文
を
志
向

す
る
こ
と
は
困
難
を
伴
う
。
先
掲
①
の
「
而
巳
」
の
例
に
は
そ
の
志
向
性
を
考
え
得
る
が
、
「
耳
」
の
例
か
ら
そ
れ
を
窺
う
こ
と
は
で
き

ず
、
そ
の
意
味
で
も
神
代
巻
、

と
り
わ
け
巻
一
に
お
け
る
各
段
と
そ
の
本
書
・
一
書
を
均
質
的
に
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

「
耳
」
と
「
而
巳
」
の
使
い
分
け
が
、
四
六
文
を
意
識
し
た
そ
の
志
向
性
の
う
ち
に
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
複
音
節
辞
を
使

用
す
る
こ
と
に
よ
る
四
六
文
の
志
向
の
例
は
、
他
に
ど
の
よ
う
な
形
で
顕
現
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
も
そ
も
漢
文
に
お
け
る
助
字
使
用
の
増
加
と
い
っ
た
動
き
は
、
中
国
で
六
朝
期
か
ら
盛
行
す
る
、
の
ち
に
い
う
四
六
耕
健
文
（
餅

（

4
）
 

文
）
と
密
接
な
か
か
わ
り
が
あ
る
。
次
の
引
用
は
、
吉
川
幸
次
郎
氏
が
六
朝
期
の
文
章
の
特
色
を
代
表
す
る
も
の
と
し
て
と
り
あ
げ
た

『
世
説
新
語
』
の
文
章
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
。

19 

シ

ラ

プ

ル

シ

ラ

プ

ル

「
世
説
」
の
文
章
に
は
四
字
旬
、
及
ぴ
そ
の
延
長
と
し
て
の
六
字
句
が
、
極
端
に
多
い
の
で
あ
る
が
、
か
く
四
音
も
し
く
は
六
音
で
ま
と
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ま
っ
た
観
念
を
表
す
こ
と
も
、
あ
る
程
度
迄
は
中
国
語
と
し
て
は
自
然
の
要
求
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
前
に
述
べ
る
が
如
く
、
単
語
と
し
て
は

二
音
の
も
の
が
最
も
安
定
し
た
形
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
積
み
重
ね
た
四
音
で
一
句
を
作
り
、
或
は
ま
た
更
に
二
音
を
重
ね
て
六
音
に
す
る

の
が
、
中
国
語
と
し
て
は
最
も
美
し
い
形
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
殆
ん
ど
全
部
の
句
を
こ
の
形
に
統
一
し
よ
う
と
す
る
に
至

つ
て
は
、
も
は
や
言
語
自
然
の
要
求
で
は
な
く
、
文
章
の
作
為
で
あ
っ
て
、
こ
れ
も
や
は
り
文
章
が
言
語
の
欲
求
を
極
度
に
押
し
進
め
た
も

の
と
見
て
い
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
欲
求
を
最
も
安
易
に
満
た
す
方
法
は
、
助
字
を
頻
用
す
る
こ
と
で
あ
る
。

（
「
世
説
新
語
の
文
章
」
『
古
川
幸
次
郎
全
集
』
第
七
巻

四
七
O
頁）

（

5
）
 

古
川
氏
が
指
摘
す
る
助
字
の
定
義
は
広
範
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
助
字
の
中
で
も
副
詞
の
複
音
節
辞
を
構
成
す
る
接
尾
辞
を
と
り
あ

ギ
ー
ご
ミ

o

l
J
J
L
 

い
わ
ゆ
る
中
国
口
語
表
現
で
あ
ろ
う
。
中
国
口
語
史
の
記
述
を
進
め
ら
れ
る
松
尾
良
樹

（

6）
 

氏
は
一
一
音
節
語
の
存
在
が
口
語
性
を
は
か
る
一
つ
の
目
安
と
な
る
と
さ
れ
る
。
書
紀
に
見
ら
れ
る
口
語
表
現
に
つ
い
て
は
松
尾
氏
に
よ

（

7
）
 

り
口
語
の
認
定
作
業
が
行
わ
れ
、
書
紀
の
中
国
口
語
資
料
と
し
て
の
価
値
が
検
証
さ
れ
た
。
こ
こ
に
書
紀
や
そ
の
他
の
上
代
文
献
に
中

複
音
節
辞
を
考
え
る
上
で
注
目
す
べ
き
は

国
口
語
表
現
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
の
意
味
が
改
め
て
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

現
実
は
小
島
憲
之
氏
が
「
同
じ
俗
語
と
は
云

へ
、
上
代
人
の
摂
取
の
仕
方
の
上
に
は
場
合
に
よ
っ
て
は
差
が
あ
る
。
こ
の
点
に
於
て
、
も
と
の
中
国
の
「
俗
五
巴

の
如
く
一
律
に
は

の
使
用
が
実
際
に
話
さ
れ
た
口
頭
語
に
よ
る
の
か
文
献
に
よ
る
の
か
、
そ
の
判
別
は
極

（

8）
 

め
て
困
難
な
こ
と
で
あ
る
。
」
と
い
わ
れ
る
と
お
り
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
松
尾
氏
が
認
定
さ
れ
た
口
語
語
葉
の
用
例
の
分
布
を
調
査

ゆ
か
な
い
。
」
「
我
が
上
代
に
於
け
る
「
俗
五
巴

す
る
と
、

そ
の
一
部
に
明
ら
か
に
区
分
論
に
沿
う
形
で
の
偏
在
が
認
め
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
か
ら
、

口
語
語
葉
の
使
用
が
区
分
論

と
関
連
し
て
存
在
し
て
い
る
点
は
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

以
下
に
と
り
あ
げ
る
の
は
複
音
節
辞
を
構
成
す
る
接
尾
辞
「
l
復」

の
例
で
あ
る
。

口
語
の
「
復
」
に
そ
の
実
義
性
は
な
く
、
書
紀



に
は
「
亦
復
」
（
7
）
、
「
雌
復
」
（
4
）
、
「
況
復
」
（
4
）
、
「
又
復
」
（
3
）
、
「
倍
復
」
（
1
）
、
「
猶
復
」
（
1
）
、
「
益
復
」
（
1
）
の
例
が
存

す
る
。
接
尾
辞
の
用
法
と
し
て
は
い
ず
れ
の
群
に
も
存
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
語
葉
の
レ
ベ
ル
で
偏
在
す
る
。
以
下
、
主
な
語
葉
に
つ

き
例
示
す
る
。

①
「
・
：
至
於
卓
淳
、
亦
復
然
之
。
：
・
」
（
巻
一
九

百
済
上
表
文
）
訂
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②
「
：
・
卓
淳
之
園
、
亦
復
当
興

0

・
：
」
（
巻
一
九
）
但

③
「
・
：
誓
知
人
懐
随
意
宝
、
逐
所
須
用
尽
依
情
、
此
妙
法
宝
刺
倒
然
。
・
：
」
（
巻
一
九
）
阻
左
記
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
の
潤
色

＊
知
人
室
有
妙
賓
霞
、
随
所
受
用
悉
従
心
、
最
勝
経
王
亦
復
然
。
：
・
（
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
巻
六

四
天
王
護
国
品
）

④
「
：
・
来
到
任
那
、
亦
復
如
是

0

・
：
」
（
巻
一
九

百
済
上
表
文
）

107 

⑤
溝
漬
之
流
、
亦
復
凝
結
。
（
巻
二
四
）

249 

⑥
「
願
勿
為
憂
。
以
我
奉
進
、
亦
復
不
晩
。
」
（
巻
二
四
）
加

⑦
「
・
：
天
神
地
紙
、
亦
復
諒
罰
。
・
：
」
｛
巻
二
七
）

（

9）
 

「
亦
復
」
は
「
六
朝
の
漢
訳
仏
典
中
に
特
に
多
用
さ
れ
る
」
と
い
わ
れ
る
と
お
り
、
書
紀
に
お
い
て
も
仏
教
伝
来
が
伝
え
ら
れ
る
巻
一

九
（
欽
明
天
皇
紀
）
に
多
い
。
と
り
わ
け
③
は
書
紀
奏
上
の
二
年
前
に
請
来
し
た
と
い
わ
れ
る
『
金
光
明
最
勝
王
経
』
を
典
拠
と
し
、

そ
れ
が
七
字
句
か
ら
な
る
の
も
偏
頚
を
そ
の
ま
ま
に
利
用
し
た
こ
と
に
よ
る
。
①
②
④
は
百
済
と
の
外
交
資
料
を
利
用
し
て
い
る
と
思

わ
れ
、
述
作
者
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
で
の
使
用
と
い
え
よ
う
。
次
に
あ
げ
る
「
又
復
」
も
同
様
で
あ
る
。

「
：
・
又
復
密
使
子
高
麗
者
、
不
可
信
也

0

・
：
」
（
巻
一
九

詔
）
町

21 

「
・
：
又
復
朕
問
、
奈
率
馬
武
、
是
王
之
股
肱
臣
也
。
・
：
」
（
巻
一
九

詔
）
的
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「
・
：
又
復
海
表
諸
国
、
甚
乏
弓
馬
。
・
：
」
（
巻
一
九

百
済
上
表
文
）

107 

書
紀
中
、
最
も
口
語
語
葉
の
存
在
を
確
認
で
き
る
の
が
巻
一
九
（
欽
明
天
皇
紀
）

で
あ
る
。
そ
の
多
く
は
朝
鮮
と
の
外
交
資
料
を
基
と

す
る
と
思
わ
れ
、
右
の
例
か
ら
も
四
六
文
の
志
向
は
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
。

①
「
・
：
阻
高
麗
之
貢
、
呑
百
済
之
城
、
況
復
朝
鴨
既
欠
、
貢
職
莫
筒

0

・
：
」
（
巻
一
四
）

481 

②
「
：
・
況
復
謀
滅
百
済
官
家
、

必
招
後
患
。
」
（
巻
一
九
）

113 

③
「
・
：
況
復
平
安
之
世

万
鯛
不
離
於
身

0

・
：
」
（
巻
一
九
）

123 

④
「
：
・
斯
等
難
徴
、
尚
謂
祥
物
。
況
復
白
維
。
」
（
巻
二
五
）

313 

「
況
復
」
は
「
況
」
の
表
現
自
体
が
一
三
例
と
決
し
て
多
く
な
く
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
は
田
群
に
偏
る
。
な
お
、
④
の
例
は
高
句
麗
に
留

学
経
験
の
あ
る
一
冗
興
寺
の
僧
道
登
の
セ
リ
フ
と
し
て
あ
る
。

①
「
睦
復
天
神
、
何
能
一
夜
之
問
、
令
人
有
娠
乎

0

・
：
」
（
巻

第
九
段
本
書
）

143 

②
「
雛
復
天
神
之
子
、
如
何
一
夜
使
人
娠
乎
。
抑
非
吾
之
児
欺
。
」
（
巻
二

第
九
段
一
書
第
二
）

155 

③
「
：
・
何
則
雄
復
天
神
之
子
、
宣
能
一
夜
之
問
、
使
人
有
身
者
哉
。
回
非
我
子
失
。
」
（
巻
二

第
九
段
一
書
第
五
）

159 

④
彼
慮
監
復
安
楽
猶
有
憶
郷
之
情
。
（
巻

第
一

O
段
本
書
）

167 

「
難
復
」
は
巻
二
に
特
有
で
あ
る
。
し
か
も
①
i
③
は
同
じ
表
現
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
内
容
の
類
似
に
よ
る

表
現
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
第
十
段
に
顕
著
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
巻
二
に
お
け
る
本
書
と
一
書
の
つ
な
が
り
を
か
い
ま
見
せ
る
。
本

書
と
一
書
が
そ
れ
ぞ
れ
異
伝
の
関
係
に
あ
る
と
は
い
え
、
表
現
の
類
似
は
そ
れ
が
作
為
的
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

上
の
語
を
強
め
る
「
j
須
」
も
や
は
り
I
・
皿
群
に
偏
在
す
る
。
書
紀
に
は
「
要
須
」
（
5
）
「
必
須
」
（
2
）
、
「
当
須
」
（
2
）
が
見
え
、



巻
順
に
例
示
す
る
。

「
・
：
汝
意
何
如
。
当
須
避
不
。
」
（
巻

「
：
・
夫
、
我
国
家
之
王
天
下
者
、
不
論
有
嗣
無
嗣
、
要
須
因
物
為
名
。
：
・
」
（
巻
一
八
）
日

第
九
段
本
書
）

「
：
・
此
使
便
到
、

天
皇
必
須
問
汝
。
：
・
」
（
巻
一
九
）
剖
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「
：
・
将
士
之
根
、
我
当
須
運

0

・
：
」
（
巻
一
九
）
担

「
：
・
今
此
国
宗
、
将
授
何
因
。
要
須
道
理
分
明
応
教
。
・
：
」
（
巻
一
九
）

117 

「
天
皇
所
以
治
天
下
政
、
要
須
護
養
繋
民

0

・
：
」
（
巻
二

O
）
145 

「
：
・
介
以
上
、
奉
法
必
須
褒
賞
。
・
：
」
（
巻
二
五

詔
）
抗

「
：
・
夫
、
君
於
天
地
之
問
、
而
宰
万
民
者
、
不
可
濁
制
。
要
須
臣
翼
。
：
・
」
（
巻
二
五

詔

287 

「
自
今
以
後
、
毎
取
国
忌
日
、
要
須
斎
也
。
」
（
巻
三
O

詔

493 

こ
れ
ま
で
に
あ
げ
た
書
紀
に
お
け
る
口
語
表
現
が
四
六
文
の
志
向
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
は
中
国
文
献
に
範
を
と
る
以
上
、

で
あ
る
。

つ
ま
り
I
・
田
群
の
文
章
は
中
国
の
文
章
の
あ
り
か
た
と
深
く
関
わ
る
。

四

次
に
あ
げ
る
の
は
『
陪
書
』
高
祖
紀
（
陪
）
を
大
幅
に
利
用
し
一
部
改
変
し
た
雄
略
天
皇
（
巻
一
四
）

の
遺
詔
（
紀
）

る
。
こ
の
箇
所
に
は
傍
線
部
の
口
語
語
葉
が
存
す
る
が
、

そ
れ
ら
は
引
用
の
レ
ベ
ル
で
そ
の
ま
ま
に
利
用
さ
れ
て
い
る
。

所
以
致
此
。
人
生
子
孫
、
誰
不
愛
念
。
既
為
天
下
、
事
須
割
情
。
勇
及
秀
等
、
並
懐
惇
悪
、
既
知
無
臣
子
之
心
。
所
以
廃
瓢
。

23 

陪

む
し
ろ
当
然

の
一
部
で
あ
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五己

所
以
致
此
。
人
生
子
孫
、
誰
不
属
念
。
既
為
天
下
、
事
須
剖
情
。
今
星
川
王
、

心
懐
惇
悪
、
行
閥
友
子
。
．

古
人
有
言
、
知
臣
莫
若
於
君
、
知
子
莫
若
於
父
。
若
令
勇
秀
得
志
、
共
治
家
園
、
必
当
数
辱
偏
於
公
卿
、
酷
毒
流
於
人
庶
。

古
人
有
丑
一
口
、
知
臣
莫
若
・
君
、
知
子
莫
若
・
父
。
縦
使
星
川
得
志
、
共
治
国
家
、
必
当
裁
辱
遍
於
臣
連
、
酷
毒
流
於
民
庶
。

口
語
で
は
接
続
詞
と
な
る
「
所
以
（
コ
ノ
ユ
ヱ
三
」
は
、
餅
文
の
形
式
を
と
る
『
古
事
記
』
序
文
お
よ
び
十
七
条
憲
法
に
も
見
ら
れ
る
。

そ
の
十
七
条
憲
法
の
一
例
を
除
け
ば
I
・
皿
群
に
偏
在
し
、

H
群
に
は
み
ら
れ
な
い
。
「
事
須
」
は
、
「
事
」
が
「
須
」
を
強
め
る
接
頭

辞
で
孤
例
。
「
必
当
」
も
十
九
例
存
す
る
が
、

そ
の
内
訳
は
I
群
（
十
例
）
、

H
群
（
二
例
）
、

田
群
（
七
例
）

で
あ
る
。

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
仮
設
を
表
す
「
若
令
」
が
「
縦
使
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
書
紀
の
場
合
、
条
件
表
現
（
仮
設
）

（叩）

を
構
成
す
る
副
詞
は
「
若
」
も
し
く
は
「
如
」
で
表
現
す
る
の
を
基
本
と
す
る
が
、
書
紀
に
見
ら
れ
る
そ
れ
以
外
の
条
件
表
現
の
例
は

複
音
節
辞
に
よ
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら
も
や
は
り
四
六
文
の
う
ち
に
あ
る
。

仮
設
表
現
（
縦
使
2
・
若
使
2
・
仮
使
4
・
傭
如
2
）

「
仮
使
汝
治
此
圏
、
必
多
所
残
傷
。
・
：
」
（
巻
一

「
：
・
若
使
吾
児
所
御
之
園
、
不
有
浮
賓
者
、
未
是
佳
也
。
」
（
巻
一

「
仮
使
天
孫
不
斥
妾
而
御
者
、
生
児
永
士
宮
再
有
如
磐
石
之
常
存
。
：
・
」
（
巻
一

第
五
段
一
書
第
二
）

89 

第
八
段
一
書
第
五
）

127 

第
九
段
一
書
第
二
）
師

「
・
：
縦
使
星
川
得
志
、
共
治
国
家
、

必
当
裁
辱
、
遍
於
臣
連
、

酷
毒
流
於
民
庶

0

・
：
」
（
巻
一
四

雄
略
天
皇
遺
詔
）

501 

「
：
・
償
如
須
要
、
難
以
備
率

0

・
：
」
（
巻
一
八

詔）

59 

「
：
・
慎
知
使
人
未
還
之
際
、
新
羅
候
隙
、
侵
逼
任
那
、

我
当
往
救

0

・
：
」
（
巻
一
九
）
口

「
：
・
仮
使
二
人
［
分
注
］
在
於
安
羅
、
多
行
新
侵
、
任
那
難
建
、
海
西
諸
国
、

必
不
獲
事
。
・
：
」
（
巻
一
九

百
済
上
表
文
）
出



「
・
：
若
使
函
披
早
岐
、
不
為
内
応
、
旗
困
難
少
、
未
必
亡
也

0

・
：
」
（
巻
一
九

「
・
：
侃
倒
卓
淳
国
主
、
不
為
内
応
、
新
羅
招
冠
、
宣
至
減
乎

0

・
：
」
（
巻
一
九

同
右
）
肝

同
右
）

87 

「
：
・
蹴
倒
能
用
者
老
之
言
、
宣
至
於
此

0

・
：
」
（
巻
一
九
）
山

「
：
・
倒
倒
得
明
三
謹
、
而
倶
顕
陳
、
然
後
可
諮
。
・
：
」
（
巻
二
五

詔

η
i
 

9
 

9白
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仮
設
を
表
す
連
詞
と
し
て
第
二
音
節
に
使
役
を
表
す
語
が
来
る
形
式
（
仮
設
＋
使
役
）
は
、
書
紀
に
お
い
て
複
数
あ
る
も
の
の
、

い
ず

れ
も
第
二
音
節
に
く
る
の
は
「
使
」
で
あ
る
。
榎
本
福
寿
氏
は
、
雄
略
天
皇
遺
詔
に
お
け
る
「
若
令
」
↓
「
縦
使
」
へ
の
改
変
が
「
使
」

字
の
多
用
に
付
随
す
る
も
の
と
説
く
。
し
か
し
、

そ
れ
な
ら
ば
「
令
」
の
み
を
「
使
」
に
置
き
換
え
れ
ば
事
足
り
る
の
で
あ
っ
て
、
こ

こ
は
さ
ら
に
「
縦
」
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
の
説
明
が
必
要
と
な
ろ
う
（
後
述
）
。
ま
た
、
こ
の
改
変
が
結
果
と
し
て
誤
用
と
な
っ
て
い
る

（日）

こ
と
を
森
博
達
氏
は
指
摘
し
、
か
っ
そ
の
文
中
の
「
共
」
が
『
惰
書
』
に
お
い
て
勇
・
秀
二
人
の
人
物
を
受
け
る
の
に
対
し
、
書
紀
で

は
星
川
皇
子
一
人
に
改
変
し
た
結
果
、
不
要
に
な
る
「
共
」
を
留
め
た
杜
撰
さ
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
結
果
と
し
て
、
四
六
の
形
式
を

保
持
す
る
こ
と
に
な
っ
て
は
い
る
が

一
方
で
「
知
レ
臣
莫
レ
若
レ
君
、
知
レ
子
莫
レ
若
レ
父
」
が
対
句
と
は
い
え
「
於
」
を
省
い
た
こ
と
に

よ
り
四
六
の
形
式
か
ら
外
れ
て
い
る
の
は
疑
問
で
あ
る
。

さ
て
、
「
縦
」
に
よ
り
導
か
れ
る
仮
設
表
現
（
八
例
）
は
い
ず
れ
も
凹
群
に
あ
る
。

①
「
：
・
縦
使
星
川
得
志
、
共
治
国
家
、
必
当
裁
辱
、
遍
於
臣
連
、
酷
毒
流
於
民
庶
。
：
・
」
（
巻
一
四

②
「
：
・
然
、
縦
賜
合
国
、
後
世
猶
危
。
：
・
」
（
巻
一
七
）
幻

雄
略
天
皇
遺
詔
）
加

25 

③
「
・
：
縦
削
賜
他
、
違
本
区
域
。
：
・
」
（
巻
一
七
）
幻

④
「
：
・
縦
是
実
者
、
持
杖
大
頭
打
、
執
輿
持
杖
小
頭
打
痛
乎
。
」
（
巻
一
七
）
却
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⑤
「
：
・
今
縦
汝
王
、
自
来
聞
勅
、

我
不
肯
勅
。
・
：
」
（
巻
一
七
）

41 

⑥
「
：
・
縦
使
能
用
者
老
之
呈
一
口
、
宣
至
於
此

0

・
：
」
（
巻
一
九
）

117 

⑦
「
・
：
縦
有
違
詔
、

犯
所
禁
者
、

必
罪
其
族

0

・
：
」
（
巻
二
五

詔）

295 

⑧
「
・
：
縦
達
斯
詔
、
将
科
重
罪

0

・
：
」
（
巻
二
五

詔）

299 

（ロ）

こ
れ
ら
の
表
現
に
つ
い
て
は
森
博
達
氏
が
詳
述
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
②
と
⑤
以
外
は
誤
用
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
用
が
生
じ
る

原
因
と
し
て
は
、

ほ
ん
ら
い
逆
接
仮
定
（
タ
ト
ヒ
ー
ト
モ
）
を
表
す
接
続
詞
「
縦
」
が
和
訓
「
タ
ト
ヒ
」
に
あ
た
る
機
能
を
担
わ
さ
れ

て
用
い
ら
れ
る
場
合
、
逆
接
だ
け
で
な
く
、
順
接
仮
定
（
i
パ
）
ま
で
に
も
呼
応
し
う
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
こ
こ
に
敢

え
て
「
タ
ト
ヒ
」
を
想
起
さ
せ
る
「
縦
使
」
の
改
変
が
な
さ
れ
た
の
か
。
馬
場
治
氏
は
「
モ
シ
」
と
「
タ
ト
ヒ
」
の
相
違
を
条
件
文
に

お
け
る
内
容
の
プ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス
の
印
象
に
求
め
る
。
馬
場
氏
は
書
紀
古
写
本
に
「
タ
ト
ヒ
」
の
訓
が
施
さ
れ
る
例
（
四
例
）
に
つ

い
て
検
討
し
、
「
こ
こ
に
、
漢
語
表
現
の
陰
に
隠
れ
た
国
語
表
現
の
微
妙
な
使
い
分
け
を
看
取
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
（
筆

者
注
｜
｜
書
紀
の
例
を
指
す
）

で
も
宣
命
の
場
合
と
同
様
、
あ
る
事
態
を
仮
設
す
る
に
至
る
、
そ
の
場
そ
の
場
の
事
情
に
応
じ
た
思
案

や
臆
踏
、
想
定
し
た
結
果
の
得
失
や
好
悪
の
念
の
轄
轄
し
た
心
理
の
干
満
の
差
が
、
表
現
の
底
に
潜
在
し
て
い
る
と
考
え
る
次
第
で
あ

（日）

る
。
」
と
述
べ
る
。
雄
略
天
皇
遺
詔
の
例
は
、
星
川
皇
子
が
国
を
治
め
た
場
合
の
憂
慮
を
伝
え
る
内
容
で
あ
る
が
、
そ
の
改
変
の
動
機
は
、

そ
の
文
に
マ
イ
ナ
ス
の
内
容
を
導
く
「
タ
ト
ヒ
」
の
意
味
機
能
を
か
ぶ
せ
る
た
め
と
見
た
い
。

五

以
上
、
多
く
の
学
恩
を
蒙
り
つ
つ
、
『
日
本
書
紀
』
に
お
け
る
複
音
節
辞
の
使
用
が
、
中
国
一
口
語
表
現
と
絡
ん
で
四
六
文
の
形
成
に
関



（

U
）
 

与
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
が
皿
群
に
お
い
て
著
し
い
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
れ
ま
で
に
あ
げ
た
用
例
の
多
く
が
「
詔
日
」
を
含
む
会
話

部
に
集
中
し
て
い
た
の
は
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
が
、
榎
本
福
寿
氏
が
「
会
話
の
利
用
は
、
当
時
の
口
語
語
葉
や
語
法
を
取
り
込
む
の
と

（日）

同
じ
く
、
説
話
へ
の
意
欲
が
与
っ
て
大
き
な
原
動
力
に
な
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
」
と

『
世
説
新
語
』

の
文
章
に
つ
い
て
指
摘
し
た
の

と
同
じ
く
、
書
紀
に
お
い
て
も
述
作
者
の
あ
や
が
多
分
に
盛
り
込
ま
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

口
語
語
葉
の
中
に
は
典
拠

『日本書紀』における複音節辞使用の様相

そ
れ
が
複
数
例
存
す
る
場
合
は
使
用
語
葉
と
し
て
あ

と
す
る
漢
籍
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
に
取
り
込
ん
で
い
る
も
の
が
あ
る
と
は
い
え
、

っ
た
と
認
め
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

口
語
語
葉
が
頻
出
す
る
巻
一
九
（
欽
明
天
皇
紀
）
な
ど
は
、
外
交
資
料
が
多
い
と
い
う
そ

と
り
わ
け
で
そ
の
感
が
強
い
。

つ
ま
り
、

凹
群
の
文
章
は
中
国
の
文
章
の
あ
り
か
た
と
深
く
関
わ
る
。

の
性
格
上
か
ら
か

‘王
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（1
）
小
島
憲
之
『
上
代
日
本
文
学
と
中
国
文
学
（
上
）
』
塙
書
房
第
三
編
日
本
書
紀
の
述
作
第
三
章
・
第
四
章

（2
）
本
稿
で
い
う
複
音
節
辞
と
は
、
二
音
節
の
複
合
か
ら
な
る
助
字
を
い
う
。
助
字
の
定
義
に
つ
い
て
は
注
（
5
）
に
よ
る
。

（3
）
臼
藤
雄
幸
『
日
本
書
紀
の
文
末
助
字
に
つ
い
て
』
（
『
但
欝
韻
紙
上
代
文
学
論
叢
』
笠
間
書
院
）
二
二
二
i
二
二
三
頁

（4
）
青
木
正
児
氏
は
四
六
餅
健
文
（
餅
文
）
の
特
徴
と
し
て
、
①
対
句
の
多
用
、
②
四
字
・
六
字
句
を
基
本
、
③
音
調
の
諾
和
、
④
典
故

の
繁
用
、
⑤
華
美
な
文
辞
の
五
点
を
あ
げ
る
。
（
「
支
那
文
学
概
説
」
「
青
木
正
児
全
集
』
第
一
巻
春
秋
社
）
三
三
二
頁

（5
）
吉
川
幸
次
郎
氏
に
よ
る
助
字
の
定
義
は
、
「
そ
れ
自
体
は
叙
述
の
主
体
と
な
り
得
な
い
言
葉
、
す
な
わ
ち
主
語
と
も
述
語
と
も
な
り
得

な
い
言
葉
、
そ
し
て
他
の
言
葉
を
補
助
す
る
形
に
於
い
て
の
み
用
い
ら
れ
る
言
葉
を
指
す
」
と
さ
れ
、
そ
の
指
示
す
る
と
こ
ろ
は
広
範

で
あ
る
。
（
「
世
説
新
語
の
文
章
」
『
吉
川
幸
次
郎
全
集
』
第
七
巻
筑
摩
書
房
）
四
五
六
頁

（6
）
松
尾
良
樹
「
漢
代
訳
経
と
口
語
｜
i

訳
経
に
よ
る
口
一
語
史
・
初
探
｜
｜
」
（
『
禅
文
化
研
究
所
紀
要
』
第
一
五
号
）
二
六
頁

（7
）
松
尾
良
樹
「
『
日
本
書
紀
』
と
中
国
口
語
」
（
『
和
漢
比
較
文
学
』
第
三
号
）

（8
）
小
島
憲
之
「
語
の
性
格
｜
外
来
の
「
俗
語
」
を
中
心
と
し
て
｜
」
（
晶
謀
議
寿
上
代
の
文
学
と
言
語
』
）
五
五
O
頁
、
五
五
二
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百
R

（9
）
（
7
）
論
文
二
ニ
頁
回
「
亦
復
」
の
項
。

（
叩
）
目
疋
津
範
三
「
上
代
に
お
け
る
「
若
」
字
使
用
の
様
相
｜
l

比
況
の
場
合
ー
｜
｜
」
（
『
愛
文
』
第
三
三
号
）

（
日
）
森
博
達
『
日
本
書
紀
の
謎
を
解
く
』
（
中
公
新
書
）
二

O
四
頁

（
ロ
）
同
右
二

O
二
i
二
O
六
頁

（
日
）
馬
場
治
「
続
紀
宣
命
に
お
け
る
仮
定
条
件
構
文
の
一
考
察
」
（
『
金
沢
経
済
大
学
論
集
」
第
二
五
巻
第
三
号
）
一
七
O
頁

（H
）
榎
本
福
寿
「
日
本
書
紀
出
血
〈
考

i
i
対
表
現
を
め
ぐ
っ
て
｜
｜
」
（
「
仏
教
大
学
研
究
紀
要
』
第
六
五
号
）
は
、
書
紀
の
文
章
が
「
文
飾

を
目
的
と
し
て
勝
文
流
の
対
表
現
を
志
向
し
て
い
る
」
（
七
三
頁
）
こ
と
、
そ
れ
が
区
分
論
と
関
連
し
て
存
す
る
こ
と
を
詳
述
す
る
。
本

稿
の
成
果
も
そ
の
嬢
尾
に
付
す
も
の
で
あ
る
。

（
江
川
）
榎
本
福
寿
「
世
説
新
語
の
手
法
」
（
『
仏
教
大
学
研
究
紀
要
』
第
六
六
号
）
六
一
頁

中
村
啓
信
編
『
日
本
書
紀
総
索
引
』
（
角
川
書
店
）

の
便
宜
を
え
た
。

（
大
学
院
後
期
課
程
学
生
）


